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（百万円未満切捨て） 

１．平成 26 年３月期第１四半期の業績（平成 25 年４月１日 ～ 平成 25 年６月 30 日） 
(1) 経営成績（累計）                       （％表示は対前年同四半期増減率） 

 経 常 収 益 経 常 利 益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26 年３月期第１四半期 2,764,269 △11.4 92,926 △25.5 12,467 △48.1 

25 年３月期第１四半期 3,121,020 △10.2 124,669 2.5 24,043 1.2 

 

 
１ 株 当 た り 

四 半 期 純 利 益 

潜在株式調整後 

１ 株 当 た り 

四半期純利益（注） 
 円  銭 円  銭 

26 年３月期第１四半期 623  35 ―  ― 

25 年３月期第１四半期 1,202  15 ―  ― 

（注）「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 

(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

  百万円  百万円 ％ 

26 年３月期第１四半期 89,941,337 1,434,897 1.6 

25 年３月期 90,462,364 1,464,771 1.6 

（参考）自己資本  26 年３月期第１四半期 1,434,897 百万円    25 年３月期 1,464,771 百万円 
 
 
２．平成 26 年３月期の業績予想（平成 25 年４月１日 ～ 平成 26 年３月 31 日） 

（％表示は対前期増減率） 
 

経 常 収 益 経 常 利 益 当期純利益 1 株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円 銭 
通  期 11,090,000 △6.3 450,000 △15.0 58,000 △36.3 2,900 00 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
 



※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する

一定の前提に基づいており、将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、予想と異なる

可能性があることにご留意ください。 

※ 注記事項 
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無 
 
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ：無 
② ①以外の会計方針の変更         ：無 
③ 会計上の見積りの変更          ：無 
④ 修正再表示               ：無 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 
 

期末発行済株式数 26 年３月期１Ｑ 20,000,000 株 25 年３月期 20,000,000 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第１四半期累計期間は、当社のメインチャネルである日本郵便株式会社との連携による営業推進態勢

の一層の強化などにより、個人保険 57 万８千件、金額１兆 6,916 億円、個人年金保険４万７千件、金額 1,681

億円の新契約を獲得しました。 

経常収益は、保険料等収入１兆 5,252 億円、資産運用収益 3,761 億円、その他経常収益 8,628 億円を合

計した結果、２兆 7,642 億円となりました。一方、経常費用は、保険金等支払金２兆 5,204 億円、資産運

用費用 44 億円、事業費 1,260 億円等を合計した結果、２兆 6,713 億円となりました。この結果、経常利益

は、929 億円となりました。 

四半期純利益は、特別損益として価格変動準備金繰入額 124 億円等、契約者配当準備金繰入額として 574

億円、法人税等合計として 105 億円を計上した結果、124 億円となりました。また、基礎利益は 1,074 億円

となりました。 

(2) 財政状態に関する説明 

当第１四半期会計期間末の総資産は89兆 9,413億円となりました。主な資産構成は、有価証券73兆 1,555

億円、貸付金 12 兆 840 億円であります。 

負債の部合計は 88 兆 5,064 億円となりました。負債の部のうち、保険契約準備金は 83 兆 8,344 億円で

あります。 

純資産の部合計は１兆 4,348 億円となりました。純資産の部のうち、その他有価証券評価差額金は 1,361

億円であります。 

ソルベンシー・マージン比率は 1,479.4％と高い健全性を維持しております。また、実質純資産額は８兆

4,243 億円となりました。 

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26 年３月期の業績予想は、平成 25 年５月 15 日公表の数値から修正しておりません。 
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２．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表  

（単位：百万円） 

 
前事業年度 

（平成 25 年３月 31 日） 
当第１四半期会計期間 
（平成 25 年６月 30 日） 

資産の部 

現金及び預貯金 724,181 823,791 

コールローン 203,452 151,317 

債券貸借取引支払保証金 2,331,286 1,928,661 

買入金銭債権 427,417 196,760 

金銭の信託 256,832 311,222 

有価証券 72,558,181 73,155,578 

国債 56,472,609 56,863,651 

地方債 8,698,497 8,758,681 

社債 6,483,840 6,488,715 

株式 984 984 

外国証券 902,249 1,043,545 

貸付金 12,691,554 12,084,008 

保険約款貸付 35,924 39,249 

一般貸付 676,792 705,256 

機構貸付 11,978,837 11,339,502 

有形固定資産 85,968 84,829 

無形固定資産 106,933 107,400 

代理店貸 133,911 134,412 

再保険貸 － 0 

その他資産 482,227 456,248 

繰延税金資産 461,513 508,241 

貸倒引当金 △ 1,095 △ 1,136 

資産の部合計 90,462,364 89,941,337 
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（単位：百万円） 

 
前事業年度 

（平成 25 年３月 31 日） 
当第１四半期会計期間 
（平成 25 年６月 30 日） 

負債の部   

保険契約準備金 84,746,052 83,834,489 

支払備金 947,123 905,865 

責任準備金 81,401,981 80,586,013 

契約者配当準備金 2,396,947 2,342,611 

再保険借 191 265 

その他負債 3,662,976 4,075,066 

債券貸借取引受入担保金 3,114,558 3,871,413 

未払法人税等 12,840 7,477 

リース債務 1,401 1,341 

資産除去債務 15 15 

その他の負債 534,160 194,819 

保険金等支払引当金 7,003 2,099 

退職給付引当金 58,331 59,190 

役員退職慰労引当金 164 － 

特別法上の準備金 522,872 535,328 

価格変動準備金 522,872 535,328 

負債の部合計 88,997,593 88,506,439 

純資産の部 

資本金 500,000 500,000 

資本剰余金 500,044 500,044 

資本準備金 405,044 405,044 

その他資本剰余金 95,000 95,000 

利益剰余金 308,948 298,665 

利益準備金 12,672 17,222 

その他利益剰余金 296,276 281,442 

繰越利益剰余金 296,276 281,442 

株主資本合計 1,308,993 1,298,709 

その他有価証券評価差額金 155,778 136,188 

評価・換算差額等合計 155,778 136,188 

純資産の部合計 1,464,771 1,434,897 

負債及び純資産の部合計 90,462,364 89,941,337 
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(2) 四半期損益計算書 

第１四半期累計期間 

（単位：百万円） 

 
前第１四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

経常収益 3,121,020 2,764,269 

保険料等収入 1,687,968 1,525,265 

（うち保険料） 1,687,968 1,525,264 

資産運用収益 389,483 376,188 

（うち利息及び配当金等収入） 376,806 367,056 

（うち金銭の信託運用益） － 546 

（うち有価証券売却益） 12,621 7,218 

その他経常収益 1,043,568 862,814 

（うち支払備金戻入額） 54,057 41,258 

（うち責任準備金戻入額） 989,122 815,968 

経常費用 2,996,350 2,671,343 

保険金等支払金 2,831,832 2,520,438 

（うち保険金） 2,724,775 2,373,160 

（うち年金） 43,440 59,414 

（うち給付金） 5,997 7,948 

（うち解約返戻金） 33,893 48,527 

（うちその他返戻金） 23,725 31,193 

責任準備金等繰入額 2,498 1,710 

契約者配当金積立利息繰入額 2,498 1,710 

資産運用費用 16,911 4,432 

（うち支払利息） 913 1,041 

（うち金銭の信託運用損） 11,121 － 

（うち有価証券売却損） － 833 

（うち有価証券評価損） 4,609 1,063 

事業費 125,277 126,052 

その他経常費用 19,831 18,710 

経常利益 124,669 92,926 

特別利益 － － 

特別損失 6,344 12,467 

固定資産等処分損 11 11 

特別法上の準備金繰入額 6,333 12,455 

価格変動準備金繰入額 6,333 12,455 

契約者配当準備金繰入額 72,657 57,412 

税引前四半期純利益 45,667 23,045 

法人税及び住民税 50,113 47,848 

法人税等調整額 △ 28,488 △ 37,270 

法人税等合計 21,624 10,578 

四半期純利益 24,043 12,467 
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(3) 四半期財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 
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